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名 称 無停電電源装置(３系統目用) 

容 量 kVA/個 35 

個 数 － 1

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用

する無停電電源装置（３系統目用）は，以下の機能を有する。 

無停電電源装置(３系統目用)は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

るために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）し，所内

常設直流電源設備として 125V 系蓄電池 A 系，B 系又は常設代替直流電源設備として緊

急用 125V 系蓄電池が使用できない場合に，125V 系蓄電池（３系統目）を使用し，無

停電電源装置（３系統目用）から重大事故等の対応に必要な計装設備へ電力を供給で

きる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

無停電電源装置(３系統目用)の容量は，重大事故等の対応に必要な計装設備へ電力

を供給できる容量を以下の通り算出し，35 kVA/個とする。 

容量の算出は非常用無停電電源装置 B 及び緊急用無停電電源装置よりも負荷容量の

大きい非常用無停電電源装置 A を用いて行うこととし，その負荷を表 1-1 に示す。 

表 1-1 より，無停電電源装置(３系統目用)の容量は，負荷容量 8.8 kVA に対し，十

分な余裕を有する 35 kVA/個とする。 

表 1-1 非常用無停電電源装置 A の負荷容量 

負荷 容量（kVA） 

平均出力領域計装 CH.A 2.0 

記録計（原子炉圧力，原子炉水位（広帯域，燃料域）， 
ドライウェル圧力，サプレッション・プール水温度， 
サプレッション・プール水位等）

1.8 

放射線モニタ（原子炉建屋換気系，非常用ガス処理系） 1.0 

津波監視設備 4.0 

合 計 8.8 
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2. 個数の設定根拠

無停電電源装置(３系統目用)は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等

を防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 個設置する。 
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資料 2-2 設定根拠に関する説明書 

（125V 系蓄電池（３系統目）） 
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名 称 125V 系蓄電池(３系統目) 

容 量 Ah/組 6000（10 時間率) 

個 数 組 1（1 組当たり 130 個） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用

する 125V 系蓄電池（３系統目）は，以下の機能を有する。 

 

125V 系蓄電池（３系統目）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵

槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）し，所内

常設直流電源設備として 125V 系蓄電池 A 系，B 系又は常設代替直流電源設備として緊

急用 125V 系蓄電池が使用できない場合に，125V 系蓄電池（３系統目）を使用し，1 時

間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切り離し以外の負荷の切り離しを

行わず 8 時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり，

重大事故等の対応に必要な設備に直流電力の供給を行うことが可能な設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

125V 系蓄電池（３系統目）の容量は，必要な負荷以外を切り離すことにより 24 時

間以上，直流負荷へ電力を供給できる容量を以下の通り算出し，6000 Ah/組とする。 

容量の算出は 125V 系蓄電池 A 系及び緊急用 125V 系蓄電池よりも負荷容量の大きい

125V 系蓄電池 B 系を用いて行うこととし，その負荷を表 1-1 に示す。 
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表 1-1 125V 系蓄電池 B 系負荷 

負荷名称 

負荷電流（A）と運転時間（分） 

0～ 

1 分 

1 分～ 

60 分 

60 分～

540 分＊1 

540 分～ 

1440 分 

メタルクラッド開閉装置遮断器制御電源

＊3
555 0 0 0

パワーセンタ遮断器制御電源＊3 154 0 0 0

2D 非常用ディーゼル発電機初期励磁＊3 （200）＊2 0 0 0

中央制御室直流非常灯 15 15 15 15 

直流計測制御電源＊3 120 120 120 66 

非常用ガス処理系・非常用ガス再循環系

制御盤 
50 0 0 0

計測装置 

（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ，

Ｓ／Ｃ），原子炉圧力，原子炉水位 等） 

16 16 16 16 

ＡＴＷＳ緩和設備用伝送器＊3 3 3 3 - 

主蒸気逃がし安全弁 2 2 2 2 

非常用無停電電源装置 B＊3 (80) ＊4 (80) ＊4 (64) ＊4 (42) ＊4

無停電電源装置（３系統目用） 80 80 64 42 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 16 16 16 16 

遠隔切替回路 8 0 0 0 

負荷余裕＊5 189 - - -

合計 1208 252 236 157 

注記 ＊1：事象発生後 8 時間（480 分）から不要な負荷を順次切り離すが，作業時 

間を考慮し，容量計算では 9 時間（540 分間）まで給電を継続するもの 

とする。 

＊2：非常用ディーゼル発電機初期励磁は，メタルクラッド開閉装置及びパワ 

ーセンタ遮断器の引外しと同時に発生することはなく，各動作時間は 1 

分未満である。また，初期励磁電流（200 A）はメタルクラッド開閉装 

置及びパワーセンタの引外し電流（709 A）より小さいため，電流値の 

大きいメタルクラッド開閉装置及びパワーセンタの引外し電流が 1 分間 

継続するものとして蓄電池容量を計算する。 

＊3：使用を想定しない負荷を切り離す。切り離し対象の負荷リストは表 1-2 

に示す。 

＊4：非常用無停電電源装置 B は，無停電電源装置（３系統目用）と同時に使
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用することはないため，無停電電源装置（３系統目用）へ切替されたも

のとして蓄電池容量を計算する。 

＊5：将来負荷増加等を考慮し，評価上，0～1 分に負荷余裕を見込んでいる。 

 

＜125V 系蓄電池 B 系＞ 

表 1-1 の負荷電流より下記の式を用いて必要容量を計算する。 

𝐶
1
𝐿
𝐾 𝐼 𝐾 𝐼 𝐼 𝐾 𝐼 𝐼 ⋯𝐾 𝐼 𝐼  

Ct：必要容量（Ah） 

L： 保守率＝0.8（単位なし） 

Kn：容量換算時間（時） 

In：負荷電流（A） 

サフィックス 1，2，3 ，n：負荷電流の変化の順に付番する。 

（参考文献：電池工業会規格「据置鉛蓄電池の容量算出法」ＳＢＡ Ｓ ０６ 

０１：2014） 

 

 125V 系蓄電池 B 系の必要容量は，計算すると以下の通りとなる。 

𝐶
1
0.8

0.66 1208 996.6 ≒ 997𝐴ℎ 

𝐶
1
0.8

2.00 1208 1.98 252 1208 653.9 ≒ 654𝐴ℎ 

𝐶
1
0.8

9.44 1208 9.43 252 1208 8.72 236 252 2811.1 ≒ 2812𝐴ℎ 

𝐶
1
0.8

24.32 1208 24.31 252 1208 23.32 236 252  

   15.32 157 236 5693.5 ≒ 5694𝐴ℎ 

 

よって，125V 系蓄電池（３系統目）の容量は，5694 Ah を上回る 6000 Ah を有す

ることで，1 時間以内に中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要

ではない直流負荷を切り離すことにより 8 時間，その他，中央制御室外において必

要な負荷以外を切り離すことにより，残り 16 時間の合計 1440 分以上（24 時間以

上），直流負荷へ電力を供給することが可能である。 
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表 1-2 125V 系蓄電池 B 系切り離し対象負荷リスト 
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2. 個数の設定根拠

125V 系蓄電池（３系統目）は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な電力を確保するために必要な個数として 1 組（1 組あたり 130 個） 

設置する。 
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資料 2-別添 1 技術基準要求機器リスト 
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1. 概要 

本資料は，基本設計方針にのみ記載する設備に対し，機能及び性能を明確に記載する必要があ

る設備を選定し，作成した「技術基準要求機器リスト」について説明するものである。 

また，「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備については，その根拠を別添 2 の「設定

根拠に関する説明書（別添）」にて仕様設定根拠を説明する。
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2. 技術基準要求機器リスト 

申請対象設備 

基本設計方針記載内容 
明確にする必要 

がある仕様 
記載資料名 

施設区分 機器名 

その他発電用 

原子炉の附属施設 

(非常用電源設備) 

直流 125V 充電器 

（３系統目） 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，

125V 系蓄電池（３系統目），電路等で構

成し，直流 125V 充電器（３系統目）（125 

V，300 A のものを 1 個），直流 125V 主母

線盤（３系統目）（125 V，1200 A のもの

を 1 個）を経由し，直流 125V 主母線盤

2A・2B，緊急用直流 125V 主母線盤へ電力

を供給できる設計とする。また，無停電

電源装置（３系統目用），無停電電源切替

盤（３系統目用）（120 V，400 A のもの

を 4 個）を経由し，非常用無停電計装分

電盤及び緊急用無停電計装分電盤へ電

力を供給できる設計とする。 

電圧 

電流 

個数 

設定根拠に 

関する説明書 

（別添） 

その他発電用 

原子炉の附属施設 

(非常用電源設備) 

直流 125V 主母線盤 

（３系統目） 
同上 

電圧 

電流 

個数 

設定根拠に 

関する説明書 

（別添） 

その他発電用 

原子炉の附属施設 

(非常用電源設備) 

無停電電源切替盤 

（３系統目用） 
同上 

電圧 

電流 

個数 

設定根拠に 

関する説明書 

（別添） 
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資料 2-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 
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1. 概要

本資料は，別添 1 の「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備について「設定根拠に関

する説明書（別添）」を作成し，仕様設定根拠を説明するものである。
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名 称 直流 125V 充電器（３系統目） 

容 量 A/個 300 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する直流

125V 充電器（３系統目）は，以下の機能を有する。 

 

直流 125V 充電器（３系統目）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保

するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）し，所内常設直流

電源設備として 125V 系蓄電池 A 系，B 系又は常設代替直流電源設備として緊急用 125V 系蓄電

池が使用できない場合に，125V 系蓄電池（３系統目）を使用し，直流 125V 充電器（３系統

目）より，直流 125V 主母線盤（３系統目）及び無停電電源装置（３系統目用）へ電力を供給

できる設計とする。 

直流 125V 充電器（３系統目）の電圧は，下流に設置されている直流 125V 主母線盤（３系統

目）の電圧と同じ 125V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流 125V 充電器（３系統目）の容量は，重大事故等の対応に必要な設備へ電力を供給でき

る容量を以下のとおり算出し，300 A/個とする。 

容量の算出は設計基準対象施設の電源が喪失後 1 分以降，連続的に給電される負荷電流のう

ち，125V 系蓄電池 B 系及び緊急用 125V 系蓄電池よりも負荷負荷の大きい 125V 系蓄電池 A 系を

用いて行うこととし，その負荷を表 1-1 に示す。 

表 1-1 より，直流 125V 充電器（３系統目）の容量は，負荷電流の 285 A に対し，十分な余

裕を有する 300 A/個とする。 
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表 1-1 直流 125V 充電器（３系統目）容量算定に用いるの負荷電流 

負荷名称 負荷電流（A）＊1 

原子炉隔離時冷却系復水ポンプ 23 

原子炉隔離時冷却系真空ポンプ 22 

サービス建屋直流非常灯＊3 15 

直流計測制御電源＊3 100 

計測装置 

（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ，Ｓ／

Ｃ），原子炉圧力，原子炉水位 等） 

17 

ＡＴＷＳ緩和設備用伝送器 3 

主蒸気逃がし安全弁 6 

非常用無停電電源装置 A （99）＊2 

無停電電源装置（３系統目用） 99 

合計 285 

注記 ＊1：設計基準対象施設の電源が喪失後に連続的に給電される 125V 系蓄電池 A 系の負荷

のうち，容量が 大となる 1 分～60 分間に使用される負荷容量を示す。 

＊2：非常用無停電電源装置 A は，無停電電源装置（３系統目用）と同時に使用するこ

とはないため，無停電電源装置（３系統目用）へ切替されたものとして充電器容

量を計算する。 

 

2. 個数の設定根拠 

直流 125V 充電器（３系統目）は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 個設置する。 
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名 称 直流 125V 主母線盤（３系統目） 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する直流

125V 主母線盤（３系統目）は，以下の機能を有する。 

 

直流 125V 主母線盤（３系統目）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確

保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，所内

常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）を直流 125V 主母線盤（３系

統目）へ接続することにより，直流負荷へ電力を供給できる設計とする。 

直流 125V 主母線盤（３系統目）の母線電圧は，接続される 125V 系蓄電池（３系統目）の電

圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流 125V 主母線盤（３系統目）は，重大事故等の対応に必要な設備へ電力を供給できる容

量を以下のとおり算出し，1200 A/個とする。 

容量の算出は設計基準対象施設の電源が喪失後 1 分以降，連続的に給電される負荷電流の

うち，125V 系蓄電池 B系及び緊急用 125V 系蓄電池よりも負荷容量の大きい 125V 系蓄電池 A

系を用いて行うこととし，その負荷を「2.1.1 直流 125V 充電器（３系統目）」の表 1-1 に示

す。 

「2.1.1 直流 125V 充電器（３系統目）」の表 1-1 より，直流 125V 充電器（３系統目）の

容量は，負荷電流の 285 A に対し，十分な余裕を有する 1200 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

直流 125V 主母線盤（３系統目）は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 個設置する。 

 

21



 

5 

N
T2
 
設

①
 
資
料

2
-
別
添

2 
R
0 

名 称 

無停電電源切替盤（３系統目用） 

無停電電源 

切替盤 

（３系統目用） 

無停電電源 

切替盤 

（３系統目用）

2A 

無停電電源 

切替盤 

（３系統目用）

2B 

無停電電源 

切替盤 

（３系統目用）

緊急用 

容 量 A/個 400 400 400 400 

個 数 － 1 1 1 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する無停

電電源切替盤（３系統目用）は，以下の機能を有する。 

 

無停電電源切替盤（３系統目用）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電

力を確保するために設置する。 

重大事故等対処設備として設置する無停電電源切替盤（３系統目用）は，無停電電源切替

盤（３系統目用），無停電電源切替盤（３系統目用）2A，無停電電源切替盤（３系統目用）2B

及び無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用から構成される。各無停電電源切替盤（３系統

目用）の系統構成は以下のとおり。 

 

・無停電電源切替盤（３系統目用） 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）から直流 125V 充電

器（３系統目）及び無停電電源装置（３系統目用）を介して無停電電源切替盤（３系統目

用）へ接続することにより，計装設備へ電力を供給できる設計とする。 

無停電電源切替盤（３系統目用）の電圧は，下流に設置されている計装設備の電圧に電圧

降下を考慮して 120 V とする。 

 

・無停電電源切替盤（３系統目用）2A 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）から直流 125V 充電

器（３系統目），無停電電源装置（３系統目用）及び無停電電源切替盤（３系統目用）を介

して無停電電源切替盤（３系統目用）2A へ接続することにより，計装設備へ電力を供給で

きる設計とする。 

無停電電源切替盤（３系統目用）2A の電圧は，下流に設置されている計装設備の電圧に電

圧降下を考慮して 120 V とする。 

 

 

2.1.3 無停電電源切替盤（３系統目用） 
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・無停電電源切替盤（３系統目用）2B

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）から直流 125V 充電

器（３系統目），無停電電源装置（３系統目用）及び無停電電源切替盤（３系統目用）を介

して無停電電源切替盤（３系統目用）2B へ接続することにより，計装設備へ電力を供給で

きる設計とする。 

無停電電源切替盤（３系統目用）2B の電圧は，下流に設置されている計装設備の電圧に

電圧降下を考慮して 120 V とする。 

・無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）から直流 125V 充電

器（３系統目），無停電電源装置（３系統目用）及び無停電電源切替盤（３系統目用）を介

して無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用へ接続することにより，計装設備へ電力を供

給できる設計とする。 

無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用の電圧は，下流に設置されている計装設備の電圧

に電圧降下を考慮して 120 V とする。 

1. 容量の設定根拠

1.1 無停電電源切替盤（３系統目用）の容量 400 A/個 

無停電電源切替盤（３系統目用）は，上流に設置されている無停電電源装置（３系統目

用）の容量を下流に設置されている計装設備へ供給できる設計とする。 

したがって，添付書類「資料 2—1 設定根拠に関する説明書（無停電電源装置（３系統目

用））」に示す無停電電源装置（３系統目用）の容量である 35 kVA に対し，電流は以下の通

り 292 A である。 

Ｉ＝
Ｑ

Ｖ
＝

35

0.12
＝291.7≒292 

Ｉ：電流（A） 

Ｑ：無停電電源装置（３系統目用）の容量（kVA）＝35 

Ｖ：電圧（kV）＝0.12 

以上により，無停電電源切替盤（３系統目用）の容量は 292 A に対し，十分な余裕を有

する 400 A/個とする。 

1.2 無停電電源切替盤（３系統目用）2A の容量 400 A/個 

無停電電源切替盤（３系統目用）2A は，上流に設置されている非常用無停電電源装置 A

及び無停電電源装置（３系統目用）の容量を下流に設置されている計装設備へ供給できる

設計とする。 
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したがって，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画の

添付書類「Ⅴ-1-1-4-8-1-51 設定根拠に関する説明書（非常用無停電電源装置）」及び

「資料 2—1 設定根拠に関する説明書（無停電電源装置（３系統目用））」に示す非常用無停

電電源装置 A 及び無停電電源装置（３系統目用）の容量である 35 kVA に対し，電流は以下

の通り 292 A である。 

Ｉ＝
Ｑ

Ｖ
＝

35

0.12
＝291.7≒292 

 

Ｉ：電流（A） 

Ｑ：無停電電源装置（３系統目用）及び非常用無停電電源装置 A の容量（kVA）＝35 

Ｖ：電圧（kV）＝0.12 

 

以上により，無停電電源切替盤（３系統目用）2A の容量は 292 A に対し，十分な余裕を

有する 400 A/個とする。 

 

1.3 無停電電源切替盤（３系統目用）2B の容量 400 A/個 

無停電電源切替盤（３系統目用）2B は，上流に設置されている非常用無停電電源装置 B

及び無停電電源装置（３系統目用）の容量を下流に設置されている計装設備へ供給できる

設計とする。 

したがって，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画の

添付書類「Ⅴ-1-1-4-8-1-51 設定根拠に関する説明書（非常用無停電電源装置）」及び

「資料 2—1 設定根拠に関する説明書（無停電電源装置（３系統目用））」に示す非常用無停

電電源装置 B 及び無停電電源装置（３系統目用）の容量である 35 kVA に対し，電流は以下

の通り 292 A である。 

Ｉ＝
Ｑ

Ｖ
＝

35

0.12
＝291.7≒292 

 

Ｉ：電流（A） 

Ｑ：無停電電源装置（３系統目用）及び非常用無停電電源装置 B の容量（kVA）＝35 

Ｖ：電圧（kV）＝0.12 

 

以上により，無停電電源切替盤（３系統目用）2B の容量は 292 A に対し，十分な余裕を

有する 400 A/個とする。 

 

1.4 無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用の容量 400 A/個 

無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用は，上流に設置されている緊急用無停電電源装

置及び無停電電源装置（３系統目用）の容量を下流に設置されている計装設備へ供給でき

る設計とする。 

したがって，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画の

添付書類「Ⅴ-1-1-4-8-1-52 設定根拠に関する説明書（緊急用無停電電源装置）」及び

「資料 2—1 設定根拠に関する説明書（無停電電源装置（３系統目用））」に示す緊急用無停 

24



8 

N
T2
 
設

①
 
資
料

2
-
別
添

2 
R
0E
 

電電源装置及び無停電電源装置（３系統目用）の容量である 35 kVA に対し，電流は以下 

の通り 292 A である。 

Ｉ＝
Ｑ

Ｖ
＝

35

0.12
＝291.7≒292 

Ｉ：電流（A） 

Ｑ：無停電電源装置（３系統目用）及び緊急用無停電電源装置の容量（kVA）＝35 

Ｖ：電圧（kV）＝0.12 

以上により，無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用の容量は 292 A に対し，十分な余

裕を有する 400 A/個とする。 

2. 個数の設定根拠

2.1 無停電電源切替盤（３系統目用）の個数 1 個 

無停電電源切替盤（３系統目用）は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を

防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 個設置する。 

2.2 無停電電源切替盤（３系統目用）2A の個数 1 個 

無停電電源切替盤（３系統目用）2A は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等

を防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

2.3 無停電電源切替盤（３系統目用）2B の個数 1 個 

無停電電源切替盤（３系統目用）2B は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等

を防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

2.4 無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用の個数 1 個 

無停電電源切替盤（３系統目用）緊急用は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損

傷等を防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 個設置する。 
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